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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底部とその両側端部から斜め上方に突出する一対の側部とからなり、側部にタイトフレ
ームの側面に突設される係止部に係止される被係止部が形成される折板屋根材であって、
底部の中央部が側端部よりも低位置に形成され、側部は、底部の側端部から外側方に向か
って斜め上方に突設される基部と、基部の上端から表面側に向かって突設される前記被係
止部と、この被係止部の先端から外側方に向かって斜め上方に突設されるバネ片部と、バ
ネ片部よりも水平に対して急角度になるように傾斜して折り曲げられ、バネ片部の上端か
ら外側方に向かって斜め上方に突設される支持部と、支持部の上端から外側方に向かって
斜め上方に突設される頂部とを備え、一方の頂部の先端からは上方に向かって断面略逆Ｌ
字状に突設し、タイトフレームの上部に設けられた吊子に下側から係止する下ハゼ部が形
成されると共に、他方の頂部の先端からは上方に向かって断面略逆Ｕ字状に突設し、タイ
トフレームの上部に設けられた吊子に上側から被せる上ハゼ部が形成され、側部の上下方
向の略中央部に、側部がその上部と被係止部の間においてバネ片部と支持部との境界部分
により裏面側に凸曲された補強リブ部が形成されて成ることを特徴とする折板屋根材。
【請求項２】
　折板屋根材とタイトフレームとからなり、折板屋根材は底部とその両側端部から斜め上
方に突出する一対の側部とからなり、側部は、底部の側端部から外側方に向かって斜め上
方に突設される基部と、基部の上端から表面側に向かって突設される被係止部と、被係止
部の先端から外側方に向かって斜め上方に突設されるバネ片部と、バネ片部よりも水平に



(2) JP 4564575 B1 2010.10.20

10

20

30

40

50

対して急角度になるように傾斜して折り曲げられ、バネ片部の上端から外側方に向かって
斜め上方に突設される支持部と、支持部の上端から外側方に向かって斜め上方に突設され
る頂部とを備え、一方の頂部の先端からは上方に向かって断面略逆Ｌ字状に突設し、タイ
トフレームの上部に設けられた吊子に下側から係止する下ハゼ部が形成されると共に、他
方の頂部の先端からは上方に向かって断面略逆Ｕ字状に突設し、タイトフレームの上部に
設けられた吊子に上側から被せる上ハゼ部が形成され、側部の上下方向の略中央部に、側
部の上部と被係止部の間においてバネ片部と支持部との境界部分により裏面側に凸曲され
た補強リブ部が形成され、タイトフレームは、複数の支持山部と谷部とが交互に繰り返す
ように形成され、支持山部はタイトフレーム頂部とタイトフレーム頂部の両端部から外側
方の斜め下方に向かって傾斜する脚部とで構成され、タイトフレームの脚部の側面には、
この脚部の外側面に係止部材がその上固定片と下固定片とで取り付けられることによって
係止部材に設けられた上係止部と下係止部とから断面略Ｖ字状に形成された係止部が突設
され、折板屋根材の側部の上端部に設けられた下ハゼ部及び上ハゼ部がタイトフレームの
支持山部の上部に設けられた吊子にハゼ締めにより結合されてタイトフレームに折板屋根
材が載置されると共に被係止部が係止部に係止されて成ることを特徴とする折板屋根材の
取付構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄い金属板を折り曲げ加工等することにより形成される折板屋根材及びその
取付構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、複数の折板屋根材を連結することにより、山部と谷部とが交互に連設された
屋根を形成することが行われている。通常、折板屋根材はタイトフレームに取り付けて施
工されるが、折板屋根材をタイトフレームに係止させて取り付けるものが提案されている
（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図１０（ａ）に示すものでは、折板屋根材Ａ’は底部１’と一対の側部２’とで形成さ
れており、各側部２’は底部１’の側端部から斜め上方に突出されて形成されている。ま
た、側部２’にはその一部を表面側に段状に屈曲して被係止部３’が形成されている。一
方、タイトフレームＢ’には複数の支持山部１２’が連なって形成されており、支持山部
１２’の外側面には係止部４’が突出して設けられている。そして、折板屋根材Ａ’をタ
イトフレームＢ’に上方から近づけ、側部２’を弾性変形させながら隣り合う支持山部１
２’の間に嵌め込むと共に被係止部３’を係止部４’の下側に係止することによって、図
１０（ｂ）に示すように、折板屋根材Ａ’をタイトフレームＢ’に取り付けることができ
るものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１３２１７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の折板屋根材Ａ’では、被係止部３’が係止部４’を上側から下側へと乗
り越える際に、側部２’を大きく弾性変形させなければならず、折板屋根材Ａ’のタイト
フレームＢ’への取り付けに大きな労力が必要となって施工が行いにくいという問題があ
った。また、従来の折板屋根材Ａ’では、気温変化で側部２’が歪んだり変形したりする
という問題があった。
【０００６】
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　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、施工が行いやすく、気温変化による歪
みや変形の発生を少なくすることができる折板屋根材及びその取付構造を提供することを
目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の請求項１に係る折板屋根材Ａは、底部１とその両側端部から斜め上方に突出す
る一対の側部２とからなり、側部２にタイトフレームＢの側面に突設される係止部４に係
止される被係止部３が形成される折板屋根材Ａであって、底部１の中央部が側端部よりも
低位置に形成され、側部２は、底部１の側端部から外側方に向かって斜め上方に突設され
る基部２ａと、基部２ａの上端から表面側に向かって突設される前記被係止部３と、この
被係止部３の先端から外側方に向かって斜め上方に突設されるバネ片部２ｂと、バネ片部
２ｂよりも水平に対して急角度になるように傾斜して折り曲げられ、バネ片部２ｂの上端
から外側方に向かって斜め上方に突設される支持部２ｃと、支持部２ｃの上端から外側方
に向かって斜め上方に突設される頂部２ｄとを備え、一方の頂部２ｄの先端からは上方に
向かって断面略逆Ｌ字状に突設し、タイトフレームＢの上部に設けられた吊子６に下側か
ら係止する下ハゼ部２ｅが形成されると共に、他方の頂部２ｄの先端からは上方に向かっ
て断面略逆Ｕ字状に突設し、タイトフレームＢの上部に設けられた吊子６に上側から被せ
る上ハゼ部２ｆが形成され、側部２の上下方向の略中央部に、側部２がその上部と被係止
部３の間においてバネ片部２ｂと支持部２ｃとの境界部分により裏面側に凸曲された補強
リブ部５が形成されて成ることを特徴とするものである。
【０００９】
　本発明の請求項２に係る折板屋根材の取付構造は、折板屋根材ＡとタイトフレームＢと
からなり、折板屋根材Ａは底部１とその両側端部から斜め上方に突出する一対の側部２と
からなり、側部２は、底部１の側端部から外側方に向かって斜め上方に突設される基部２
ａと、基部２ａの上端から表面側に向かって突設される被係止部３と、被係止部３の先端
から外側方に向かって斜め上方に突設されるバネ片部２ｂと、バネ片部２ｂよりも水平に
対して急角度になるように傾斜して折り曲げられ、バネ片部２ｂの上端から外側方に向か
って斜め上方に突設される支持部２ｃと、支持部２ｃの上端から外側方に向かって斜め上
方に突設される頂部２ｄとを備え、一方の頂部２ｄの先端からは上方に向かって断面略逆
Ｌ字状に突設し、タイトフレームＢの上部に設けられた吊子６に下側から係止する下ハゼ
部２ｅが形成されると共に、他方の頂部２ｄの先端からは上方に向かって断面略逆Ｕ字状
に突設し、タイトフレームＢの上部に設けられた吊子６に上側から被せる上ハゼ部２ｆが
形成され、側部２の上下方向の略中央部に、側部２の上部と被係止部３の間においてバネ
片部２ｂと支持部２ｃとの境界部分により裏面側に凸曲された補強リブ部５が形成され、
タイトフレームＢは、複数の支持山部１２と谷部１３とが交互に繰り返すように形成され
、支持山部１２はタイトフレーム頂部１２ａとタイトフレーム頂部１２ａの両端部から外
側方の斜め下方に向かって傾斜する脚部１２ｂとで構成され、タイトフレームＢの脚部１
２ｂの側面には、この脚部１２ｂの外側面に係止部材１１がその上固定片１１ａと下固定
片１１ｂとで取り付けられることによって係止部材１１に設けられた上係止部４ａと下係
止部４ｂとから断面略Ｖ字状に形成された係止部４が突設され、折板屋根材Ａの側部２の
上端部に設けられた下ハゼ部２ｅ及び上ハゼ部２ｆがタイトフレームＢの支持山部１２の
上部に設けられた吊子６にハゼ締めにより結合されてタイトフレームＢに折板屋根材Ａが
載置されると共に被係止部３が係止部４に係止されて成ることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１の発明では、側部２が補強リブ部５を支点として上下方向に変形しやすくなっ
て、被係止部３を係止部４に係止するにあたって、側部２を容易に弾性変形することがで
き、タイトフレームＢへの取り付けに大きな労力が不要となって施工が行いやすくなるも
のである。また、タイトフレームＢへ取り付けた後は、補強リブ部５で側部２を補強する
ことができ、気温変化により側部２が歪んだり変形するのを防止することができるもので
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ある。
【００１２】
　また、底部１の中央部に雨水が集まりやすくなり、排水性を高くすることができるもの
である。
【００１３】
　請求項２の発明では、側部２が補強リブ部５を支点として上下方向に弾性的に変形しや
すくなって、被係止部３を係止部４に係止するにあたって、側部２を容易に弾性変形する
ことができ、タイトフレームＢへの取り付けに大きな労力が不要となって施工が行いやす
くなるものである。また、タイトフレームＢへ取り付けた後は、補強リブ部５で側部２を
補強することができ、気温変化により側部２が歪んだり変形するのを防止することができ
るものである。
【００１４】
　また、係止部４と被係止部３による係止と、吊子６による結合とで折板屋根材Ａをタイ
トフレームＢに保持することができ、折板屋根材Ａの取り付け強度を高くすることができ
るものである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の折板屋根材の取付構造を示す断面図である。
【図２】本発明の折板屋根材を示す一部の斜視図である。
【図３】本発明の折板屋根材を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は底面図
、（ｄ）は右側面図、（ｅ）は左側面図である。
【図４】本発明で用いるタイトフレームを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ
）は底面図、（ｄ）は右側面図、（ｅ）は左側面図である。
【図５】本発明で用いる係止部材を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は底
面図、（ｄ）は右側面図、（ｅ）は左側面図である。
【図６】本発明で用いる吊子を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は底面図
、（ｄ）は右側面図、（ｅ）は左側面図である。
【図７】本発明における折板屋根材の取り付け工程を示す断面図である。
【図８】本発明において、タイトフレームに折板屋根材を取り付けた状態を示す断面図で
ある。
【図９】既存屋根の葺き替え工程を示し、（ａ）～（ｄ）は断面図である。
【図１０】従来例を示し、（ａ）は折板屋根材の一部の斜視図、（ｂ）は施工状態を示す
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を実施するための形態を説明する。
【００１７】
　折板屋根材Ａは薄い金属板を折り曲げ加工等することにより長尺に形成されるものであ
って、その金属板としては亜鉛めっき鋼板、塗装鋼板、ガルバリウム鋼板（登録商標）な
どを用いることができ、また、金属板の厚みとしては０．５～１．２ｍｍのものを用いる
ことができるが、これに限定されるものではない。
【００１８】
　図２及び図３（ａ）～（ｅ）に示すように、折板屋根材Ａは、底部１と、底部１の両側
端部に設けた一対の側部２とで断面略Ｕ字状に形成されている。底部１は中央平面部１ａ
と、その両側に設けた底リブ部１ｂと、底リブ部１ｂの側方に延設される側方平面部１ｃ
とで形成されている。底リブ部１ｂは中央平面部１ａの側端部から外側方に向かって斜め
上方に突設されており、その底リブ部１ｂの先端に側方平面部１ｃが外側方に向かって突
設されている。従って、中央平面部１ａは側方平面部１ｃよりも低位置（裏面側）に形成
されており、雨水が側方平面部１ｃから中央平面部１ａに向かって底リブ部１ｂ上を通じ
て流れやすい構造に形成されており、雨水のさかのぼり現象を防止して排水性を高めるこ
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とができる。また、底リブ部１ｂは折板屋根材Ａの長手方向の全長にわたって形成されて
おり、底部１の補強としても作用するものであり、気温変化により底部１に歪みや変形が
生じるのを防止することができるものである。尚、底リブ部１ｂと側方平面部１ｃの各幅
寸法（折板屋根材Ａの長手方向と直交する方向の寸法）は特に限定されないが、一つの底
リブ部１ｂの幅寸法は底部１の幅寸法の３～７％、一つの側方平面部１ｃの幅寸法は底部
１の幅寸法の１５～２５％にすることができる。
【００１９】
　側部２は、底部１の側方平面部１ｃの側端部から外側方に向かって斜め上方に突設され
る基部２ａと、基部２ａの上端から側部２の表面側に向かって突設される被係止部３と、
被係止部３の先端から外側方に向かって斜め上方に突設されるバネ片部２ｂと、バネ片部
２ｂの上端から外側方に向かって斜め上方に突設される支持部２ｃと、支持部２ｃの上端
から外側方に向かって斜め上方に突設される頂部２ｄとを備えて形成されている。また、
一方の側部２には頂部２ｄの先端から上方に向かって断面略逆Ｌ字状の下ハゼ部２ｅが突
設されていると共に、他方の側部２には頂部２ｄの先端から上方に向かって断面略逆Ｕ字
状の上ハゼ部２ｆが突設されている。尚、上ハゼ部２ｆ及び下ハゼ部２ｅは角ハゼや丸ハ
ゼなどの任意の形状に形成することができる。
【００２０】
　上記の側部２において、バネ片部２ｂと支持部２ｃとは傾斜角度がやや異なり、支持部
２ｃの方がバネ片部２ｂよりも水平に対して急角度に形成されている。従って、側部２の
上下方向の略中央部において、バネ片部２ｂと支持部２ｃの境界部分は裏面側（外側方）
に向かって凸曲されており、この部分が補強リブ部５として形成されている。そして、バ
ネ片部２ｂは支持部２ｃよりもやや側部２の表面側に位置することになり、バネ片部２ｂ
が支持部２ｃと直線上に形成される場合に比べて、補強リブ部５を支点として上下方向に
弾性的に変形しやすくなっている。また、補強リブ部５は折板屋根材Ａの長手方向の全長
にわたって形成されており、側部２の補強としても作用するものであり、気温変化により
側部２に歪みや変形が生じるのを防止することができるものである。また、側部２の上下
方向の略中央部に補強リブ部５の屈曲部分が形成されることになり、デザイン性を向上さ
せることができる。
【００２１】
　尚、折板屋根材Ａの裏面全面には断熱性の向上のためにウレタンフォームなどの樹脂発
泡体やグラスウールなどの無機繊維材等を断熱材として設けても良い。
【００２２】
　上記の折板屋根材ＡはタイトフレームＢを用いて施工されるものであるが、このタイト
フレームＢには係止部材１１と吊子６とが設けられる。
【００２３】
　図４（ａ）～（ｅ）に示すように、タイトフレームＢは従来より折板屋根材の施工の際
に用いられているものであって、鋼製などの金属製で厚さ２～５ｍｍ程度の帯材を折り曲
げ加工等することによって、複数の支持山部１２と谷部１３とが交互に繰り返すように形
成されるものである。支持山部１２は頂部１２ａと頂部１２ａの両端部から外側方の斜め
下方に向かって傾斜する脚部１２ｂとで構成されており、頂部１２ａの略半分は凹部１４
として形成されていると共に脚部１２ｂの表面にはリブ１５が突設されている。また、凹
部１４の底面にはボルトなどの吊子固定具１６が設けられている。
【００２４】
　図５（ａ）～（ｅ）に示すように、係止部材１１は、鋼製などの金属製で厚さ２～５ｍ
ｍ程度の帯材を折り曲げ加工等することによって形成されるものであって、上係止部４ａ
と下係止部４ｂとから断面略Ｖ字状に形成される係止部４と、上係止部４ａから上方に向
かって突設される上固定片１１ａと、下係止部４ｂから下方に向かって突設される下固定
片１１ｂとを備えて形成されている。上固定片１１ａ及び下固定片１１ｂには固定孔１７
が形成されている。
【００２５】
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　図６（ａ）～（ｅ）に示すように、吊子６は、吊子本体６ａと押さえ具６ｂとを備えて
形成されている。吊子本体６ａは鋼製などの金属製で厚さ２～５ｍｍ程度の鋼板を折り曲
げ加工等することによって形成されるものであって、固着片１８の一側端に立ち上げ片１
９が設けられると共に立ち上げ片１９の上端に断面略倒Ｌ字状の係着片２０が固着片１８
と反対側に突出して設けられ、さらに、固着片１８の他側端に挟持片２１が上側に突出し
て形成されている。また、押さえ具６ｂは鋼製などの金属製で厚さ２～５ｍｍ程度の帯材
を折り曲げ加工等することによって形成されるものであって、基板部２２の両端に支持部
２３が上側に突出して形成されている。そして、押さえ具６ｂは固着片１８の上側で立ち
上げ片１９と挟持片２１の間に装着されて吊子本体６ａと一体に取り付けられている。ま
た、固着片１８と基板部２２を貫通する装着孔２４が設けられている。
【００２６】
　そして、タイトフレームＢに係止部材１１及び吊子６を取り付ける。係止部材１１はタ
イトフレームＢの脚部１２ｂの外側面に取り付けて固定することができる。この場合、固
定孔１７からビス等の固定具２５を差し込んで脚部１２ｂに螺着すると共に上固定片１１
ａと下固定片１１ｂとを脚部１２ｂに溶接接合をすることによって、上固定片１１ａと下
固定片１１ｂとを脚部１２ｂに固着する。このようにしてタイトフレームＢの脚部１２ｂ
の外側面に係止部４が突設される。また、吊子６は凹部１４に取り付けられる。この場合
、吊子６の装着孔２４に吊子固定具１６を下側から差し込んだ後、吊子固定具１６にナッ
ト等の締結具２６を螺着することによって、基板部２２と固着片１８とを凹部１４の底面
に固定する。また、吊子６は、立ち上げ片１９が頂部１２ａの幅方向の略中央に位置する
ようにして取り付ける。吊子６をタイトフレームＢに取り付けると、係着片２０の長手方
向がタイトフレームＢの長手方向と直交する状態となる。
【００２７】
　上記の折板屋根材Ａは以下のようにして施工する。まず、係止部材１１と吊子６とを設
けたタイトフレームＢを梁や母屋などの屋根下地３０に溶接接合等で固着する。この場合
、タイトフレームＢはその長手方向（複数の支持山部１２が並ぶ方向）が屋根の傾斜方向
と直交するように取り付ける。また、複数のタイトフレームＢを屋根の傾斜方向と平行な
方向に並べて取り付ける。次に、図７に示すように、折板屋根材ＡをタイトフレームＢに
上側から被せて取り付ける。この場合、折板屋根材Ａの長手方向が屋根の傾斜方向と平行
となるように配置し、屋根の傾斜方向に並ぶ複数のタイトフレームＢに折板屋根材Ａが架
け渡されるようにする。また、折板屋根材Ａを屋根の傾斜方向と直交する方向で隣り合う
支持山部１２、１２の間に配置した後、底部１を踏み込むなどして下方に向けて押圧する
ことにより、補強リブ部５を支点としてバネ片部２ｂが上方に向かって弾性変形し、さら
に底部１を下方に向けて押圧すると、被係止部３が係止部４の先端を上から下へと乗り越
えることになる。この結果、バネ片部２ｂが弾性力により復元して、図８に示すように、
係止部４の下係止部４ｂの下側に被係止部３が弾性的に係止されることになる。また、一
方の側部２の下ハゼ部２ｅを一方の支持山部１２に設けた吊子６の係着片２０の下側に嵌
め込んで係止すると共に、他方の側部２の上ハゼ部２ｆを他方の支持山部１２に設けた吊
子６の係着片２０の上側に被せる。
【００２８】
　このようにして複数の折板屋根材Ａを屋根の傾斜方向と直交する並べて配置した後、隣
接する折板屋根材Ａ、Ａの上ハゼ部２ｆと下ハゼ部２ｅとをシーマ機などのハゼ締め機で
ハゼ締めにより結合する。この場合、一方の折板屋根材Ａの上ハゼ部２ｆを他方の折板屋
根材Ａの下ハゼ部２ｅの上に被せた状態で、上ハゼ部２ｆの先端及び吊子６の係着片２０
を上側に折り曲げるようにし、これにより、上ハゼ部２ｆと下ハゼ部２ｅと係着片２０と
を折板屋根材Ａの長手方向の全長にわたって締め付けて結合する。尚、ハゼ締め機による
ハゼ締めの前に、折板屋根材Ａの仮葺き時にプライヤー型の手動工具（通称「手ガチャ」
）により仮締めしても良い。このようにして複数の折板屋根材Ａを接続することによって
、図１に示すような屋根を形成することができる。この屋根は、側部２、２の連結により
形成される山部と、底部１からなる谷部とが交互に連なったものとなる。
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【００２９】
　そして、上記のように折板屋根材Ａを取り付けた場合、側部２が係止部４による係止と
吊子６による結合とで強固に折板屋根材Ａを保持することができ、風荷重、特に負荷重に
対して優れた屋根耐力を発揮するものである。
【００３０】
　また、本発明は屋根の葺き替えにも用いることができる。すなわち、図９（ａ）に示す
ような屋根から既存の折板屋根材３１を剥がして除去し、図９（ｂ）に示すように、既存
のタイトフレームＢを露出させる。このタイトフレームＢには既存の吊子６が設けられて
いるため、図９（ｃ）に示すように、タイトフレームＢの脚部１２の外側面に係止部材１
１を取り付ける。この後、上記と同様に、本発明の折板屋根材ＡをタイトフレームＢに取
り付けることによって、図９（ｄ）に示すように、新規な屋根を形成することができる。
このように本発明では屋根の改修を容易に行うことができるものである。
【００３１】
　尚、係止部材１１を用いない場合は、吊子６により一般の折板屋根材と同様に施工する
ことができる。また、上記ではタイトフレームＢと吊子６とをそれぞれ別の部材で形成し
たが、これに限らず、タイトフレームＢと吊子６とを一体に形成したりすることができる
。
【符号の説明】
【００３２】
　Ａ　折板屋根材
　Ｂ　タイトフレーム
　１　底部
　２　側部
　２ａ　基部
　２ｂ　バネ片部
　２ｃ　支持部
　２ｄ　頂部
　２ｅ　下ハゼ部
　２ｆ　上ハゼ部
　３　被係止部
　４　係止部
　４ａ　上係止部
　４ｂ　下係止部
　５　補強リブ部
　６　吊子
　１１　係止部材
　１１ａ　上固定片
　１１ｂ　下固定片
　１２　支持山部
　１２ａ　タイトフレーム頂部
　１２ｂ　脚部
　１３　谷部
【要約】
【課題】施工が行いやすく、気温変化による歪みや変形の発生を少なくすることができる
折板屋根材を提供する。
【解決手段】底部１とその両側端部から斜め上方に突出する一対の側部２とからなる。タ
イトフレームＢの側面に突設される係止部４に係止される被係止部３が側部２に形成され
る折板屋根材Ａに関する。側部２がその上部と被係止部３の間において裏面側に凸曲され
て補強リブ部５が形成される。側部２が補強リブ部５を支点として上下方向に変形しやす
くなって、被係止部３を係止部４に係止するにあたって、側部２を容易に弾性変形するこ
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とができる。タイトフレームＢへ取り付けた後は、補強リブ部５で側部２を補強すること
ができる。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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